
　国内において給与等の支払をする者は、支払の際に、給与等の金額、源泉徴収税額など必要な事項を記載
した支払明細書をその支払を受ける人に交付しなければならないことになっています（所法 231 ①、所規
100 ①）。

諾承の人るけ受を払支の等与給、は者るすを払支の等与給　１　）注（ （＊）を得て、書面による給与等の支払明細書（以下「支
払明細書」といいます。）の交付に代えて、支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、こ
の提供により、給与等の支払をする者は、支払明細書を交付したものとみなされます（所法 231 ②③、所令 356）。

　　　　　ただし、給与等の支払を受ける人の請求があるときは、給与等の支払をする者は書面により支払明細書を交付する
　　　　必要があります。
　　　　（＊）給与等の支払をする者は、あらかじめ、その給与等の支払を受ける人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び
　　　　　  内容を示し、書面又は電磁的方法によって承諾を得る必要があります。
　　　２　給与等の支払を受ける人に支払明細書を交付しなかったり、偽りの記載をして交付（電磁的方法により提供）した
　　　　りした者は、１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処すこととされています（所法 242 ①七）。

　給与等の支払をする者が、受給者から次の申告書に記載すべき事項に関し電磁的提供を受けるための必要
な措置を講じる等の一定の要件を満たしている場合には、その受給者は、書面による申告書の提出に代えて、
電磁的方法により申告書に記載すべき事項の提供を行うことができます（注）（所法198②③⑤、203④、所令319
の２、319の４、所規76の２①～④、措法41の２の２④⑤⑧、41の３の４④⑤）。
１　給与所得者の扶養控除等申告書
２　従たる給与についての扶養控除等申告書
３　給与所得者の配偶者控除等申告書

７　給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書
６　所得金額調整控除申告書

８　退職所得の受給に関する申告書

４　給与所得者の基礎控除申告書
５　給与所得者の保険料控除申告書

　申告書に添付すべき証明書類については、書面による提出又は提示が必要となります。
　なお、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る証明書類については、電磁的方法による提供
が可能とされています。

）注（ 

Ⅸ　給与等の支払明細書の交付

参考　源泉徴収関係書類の電子提出

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
　社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・
透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会
を実現することを目的として、社会保障・税番号制度（マイ
ナンバー制度）が導入されました。
　国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情
報については、国税庁ホームページをご覧ください。

（注）１　一般退職手当等とは、退職手当等のうち、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しないものをいい
ます（所法 30⑦）。
２　短期退職手当等とは、短期勤続年数（役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が５年以下であるも
のをいい、この勤続年数については、役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算します。）に対応
する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます（所法 30④、所令 69
の２①③）。

３　特定役員退職手当等とは、役員等としての勤続年数（以下「役員等勤続年数」といいます。）が５年以下である人が支払
を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます（所法 30⑤、
所令 69の２②）。

（※）１　課税退職所得金額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
　　　２　本年中に、一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち２以上の退職手当等がある場合の課税退職

所得金額の計算方法などについては、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「短期退職手当等
Ｑ＆Ａ」をご確認ください。

　退職所得とは、退職したことにより一時に支払われる退職手当や退職金、一時恩給などをいいます（所法
30 ①、31）。
　なお、死亡したことにより退職した人に支払う退職手当等は、通常その遺族の相続税の課税対象となりま
すので、所得税は課税されません（所基通９-17）。

　退職所得控除額の計算に当たっては、次の点に注意してください。
１　退職所得控除額は、勤続年数に応じて「源泉徴収のための退職所得控除額の表」により求めます。
　なお、「源泉徴収のための退職所得控除額の表」については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】
に掲載している「源泉徴収税額表」をご参照ください。

２　勤続年数に１年未満の端数がある場合には、その端数を切り上げて１年とします（所令 69②）。
　　（例：21 年３か月→ 22 年）
３　計算した退職所得控除額が 80 万円未満の場合には、80 万円とします（所法 30 ⑥二）。
４　障害者となったことに直接基因して退職した場合には、一般の退職の場合の金額に一律 100 万円を加算し
　た金額を退職所得控除額とします（所法 30 ⑥三）。

　退職所得控除額は、一般の退職の場合、退職した人がその会社などに就職してから退職するまでの勤続年数
に応じて、次のように定められています（所法 30 ③、所令 69 ①）。

　退職所得は、その年中に支払を受ける退職手当等の区分に応じ、次の課税退職所得金額を課税標準として、
他の所得と分離して課税することとされています（所法 22 ①③、30 ①②）。

Ⅰ　退職所得の範囲

Ⅱ　退職手当等の区分

Ⅲ　退職所得控除額

第３　退職所得の源泉徴収事務
　居住者に支払う退職所得の源泉徴収事務は、①退職手当等の支払を受ける人（退職者）から、「退職所得の
受給に関する申告書」の提出を受け、この申告書に記載されている勤続年数などに基づいて退職所得控除額
を求め、②「課税退職所得金額の算式の表」（本ページⅡ参照）の「退職手当等の区分」に応じて計算した課
税退職所得金額を課税標準として、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」（22 ページⅣ参照）の「税額」欄に
示されている算式に従って税額（所得税及び復興特別所得税の額）を計算し、③退職手当等を支払う際にそ
の税額を源泉徴収して納付する事務です。

退職手当等の区分 課税退職所得金額
一般退職手当等（注１）の場合
短期退職手当等（注２）の場合

特定役員退職手当等（注３）の場合

（一般退職手当等の収入金額－退職所得控除額）×1/2

特定役員退職手当等の収入金額－退職所得控除額

①　短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額≦300万円の場合
（短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額）×1/2
②　短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額＞300万円の場合
　150万円＋｛短期退職手当等の収入金額－（300万円＋退職所得控除額）｝

課税退職所得金額の算式の表（令和４年分）

勤 続 年 数 退 職 所 得 控 除 額
０２年以下の場合 ４０万円×勤続年数
２０年を超える場合 ８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年）



退職所得の源泉徴収税額の速算表（令和４年分）

円〃

円 〃

円 〃

円 〃

円 〃

円 〃

円〃

円〃

円〃

円〃

１

Ⅳ　税額の求め方（令和４年分）
（設例）
⑴　勤続期間 ・・・・・・・・・・・・・・・平成４年 10 月 1 日就職～令和４年３月 31 日退職
⑵　退職手当等の金額 ・・・・・・・・ 1,700 万円（一般退職手当等）
⑶　退職の理由 ・・・・・・・・・・・・・定年退職

（注）　この設例は「退職所得の受給に関する申告書」が提出されている場合の例ですが、この申告書が提出
　　されていない場合には、退職手当等の収入金額に 20.42% を乗じた税額を源泉徴収することになります
　　（所法 201 ③、復興財確法 28 ②、31 ①②）。
　　　なお、この申告書は、税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた源泉徴収義務者が保
　　存するものとされています（所規 77 ⑦）。

〔税額の計算〕
①　勤続年数は、29年６か月ですから１年未満の端数
　を切り上げて 30 年となります。
②　「源泉徴収のための退職所得控除額の表」によっ
　て、「勤続年数」が「30 年」で「一般退職の場合」　
　の退職所得控除額を求めると 1,500 万円となります。
③　退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した
　残額を２分の１して課税退職所得金額を求めます。
　　（1,700 万円－ 1,500 万円）× =100 万円
④　「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の「税額」
　欄に算式が示されていますので、この算式に従って
　税額を計算します。

これがその退職手当等から源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額です。
（100 万円×５%）×102.1%=51,050 円

第４　報酬・料金等の源泉徴収事務

　居住者又は内国法人に支払う報酬・料金等の源泉徴収事務は、原稿料、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・
指導料、税理士報酬、外交員報酬、出演料、ホステスの報酬などの報酬・料金等の支払者が、その支払の際
に一定の税率により所得税及び復興特別所得税を徴収して納付する事務です。
　源泉徴収の対象とされている報酬・料金等の範囲及び税額の計算方法は、次の表のとおりです。
　なお、給与等の支払がない個人又は常時２人以下の家事使用人のみに対して給与等を支払う個人は、次表
の９に掲げるホステスなどの報酬・料金を支払う場合を除き、源泉徴収を行う必要はありません（所法184、
204 ②二）。

（源泉徴収のための退職所得控除額の表）

退　職　所　得　控　除　額
勤続年数

一般退職の場合 障害退職の場合

24　年 10,800

11,500

14,300

15,000

15,700
16,400

25　年

29　年

30　年
31　年

32　年

千円
11,800

12,500

15,300

16,000

16,700
17,400

千円


